
 

他自治体を参考 した新た 手続の導入 ついて 

 

 法対象事業 係る条例手続の適用 

環境影響評価法 事業 態様等 規模 大 く環境影響 程度 著 い そ

あ 事業を対象 都道府県 政 市 環境影響評価条例 法 対象事業 比

小規模 事業や法対象 外 事業種を対象 い 一般的 事業 実施 伴う環境影響

程度 法対象事業 方 大 い 考え  

一方 条例 い 第三者機関 審査や公聴会 開催を 法 定 い い

手続を設け い こう 条例手続 法対象事業 適 適用さ い場合 環境影響 程度

必要 手続 軽重 一致 く そ あ  

そ 他 都道府県 政 市 条例 け 法対象事業 係 規定 適用状況等を参考

法対象事業 係 条例手続 適 適用 あ 方 い 検討を行う  

� 長野県環境影響評価条例の状況 

法対象事業 対 条例 規定 適用 い 知事意見を述 際 下 ２ 手続

規定さ い 条例第 41 条  

リニア中央新幹線 沿線都県市 い 法対象事業 対 事後調査関係 条例手続

適用 い 本県 け あ リニア中央新幹線 環境影響評価準備書 対 知事意見

中 事後調査結果 報告等 い 事業者 対応を求 経緯 あ  
 
 
 
 
 
 
 
 

� 都道府県・政令市の環境影響評価条例の状況 

本県 条例 同様 規定 あ 第三者機関 審査及び公聴会 開催 ほ 事後調査や立入検

査等 係 手続 多く 都道府県 政 市 規定さ い  

   

 

 

 

 

 事業者見解、知事意見関係 

環境影響評価方法書 係る住民意見 対する事業者見解の提出 

環境影響評価法や本県 環境影響評価条例 い 環境影響評価方法書 係 住民 意見

対 事業者 見解 提出を求 い い  

こ 方法書段階 提出さ 意見 踏 え相当 期間 わ 調査等を行 いく

あ そ 過程 い 状況 応 調査項目や手法 見直さ う あ こ 事業

者 個々 意見 い そ 採否等を判断 こ い いう考え方 あ  

一方 リニア中央新幹線 沿線都県市 中 山梨県 条例 規定を有 方法書

審査 時点 い 住民意見 対 事業者 見解を求 こ  

そう 経緯 踏 え 方法書 係 住民意見 対 事業者見解 提出 必要性 い 検討

を行う  

� 都道府県・政令市の環境影響評価条例の状況 都道府県：8/4】 政 市：】/18  

 

資料  

 法対象事業 係 環境影響評価方法書又 環境影響評価書準備書 対 知事 意見を述

場合 技術委員会 意見を聴くこ  

 法対象事業 係 環境影響評価準備書 対 知事 意見を述 場合 必要 応

公聴会を開催 こ  

 環境影響評価書公告後 行う 事業着手届 事後調査報告書及び事業完了届 提出 

 【都道府県：3【/4】 政 市：13/18  

 立入検査 報告聴 条例 基 く手続を行わ い場合 勧告及び当 勧告 従わ い場合

公表 都道府県：31/4】 政 市：11/18  



事業者見解、知事意見、市 村意見の公表 

環境影響評価制度 環境保全 関 外部 情報交流を義務付け こ 事業者

け 十 環境配慮を確保 制度 あ 環境影響評価法や条例 い 環境影響評価図書 方

法書 準備書 評価書 公表 義務付け い  

住民意見 対 事業者見解 方法書及び準備書 対 知事意見 市 村長意見 公表 い

法 い 規定さ 本県 条例 い 規定 い 事業者見解及び市 村

意見 い 技術委員会資料 公開 知事意見 い 県 ム ジ 掲載

い  

一方 他 都道府県 政 市 い こ 公表 い 条例 規定 い こ あ

そ 必要性 い 検討を行う  

� 都道府県・政令市の環境影響評価条例の状況 

 

 

 

 

 事後調査計 、事後調査報告関係 

評価書公告後 事業者 実施 事後調査 環境影響評価手続 け 不確実性を補い 事業

着手後 け 事業者 環境 保全 配慮 状況を明 観点 重要 あ 改正環境

影響評価法 事業者 対 事後調査 実施状況を一般 公表 行政機関 報告 こ を

義務付け 措置内容 充実を図 行政機関 意見を述 こ 制度 創設さ  

本県 環境影響評価条例 い 従来 事後調査結果 報告や措置内容 対 知事 要

請 い 規定 い 他 自治体 そ 加え 事後調査計 書 作成 事後調査報告

書 公表 知事 政 市長 報告書 対 意見を述 場合 第三者機関 審査 住民意見

聴 等を規定 い こ あ  

そ 環境影響評価制度 け 事後調査手続 重要性 鑑 他 都道府県 政 市 状

況を参考 事後調査手続 適 あ 方 い 検討を行う  

� 長野県環境影響評価条例の状況 

評価書公告後 報告 い 下 手続 規定さ い 条例第 32 条  

事後調査計 い 準備書及び評価書 記載事項 あ 評価書公告後 手続

改 計 書を作成 こ 求 い い リニア中央新幹線 評価書公告 時点

細 事後調査計 を明 こ 困難 あ 準備書 対 知事意見 中

事後調査計 提出 い 事業者 対応を求 経緯 あ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 都道府県・政令市の環境影響評価条例の状況 

本県 条例 同様 規定 ほ 下 手続 規定さ い  

 

 

 

 

 

 準備書 係 住民意見 対 事業者見解 公表【都道府県：11/4】 政 市：9/18  

 知事 政 市長 意見 公表 都道府県：8/4】 政 市：14/18  

 関係市 村長意見 公表 都道府県：5/4】  

 事業者 評価書 公告後 評価書 記載さ 環境 保全 措置 状況 環境 状

況 把握 措置 事後調査 及び対象事業 実施状況を記載 報告書を作成 知事

及び関係市 村長 送付 け い  

 知事 前項 報告書 送付を け 場合 い 環境 保全 措置を講 必要

あ 認 事業者 対 当 措置を講 う求 こ  

 事後調査計 書 作成 公表 【都道府県：9/4】 政 市：11/18  

 事後調査計 書 対 知事 政 市長 意見 提出 【都道府県：【/4】 政 市：0/18  

 事後調査報告書 公表 【都道府県：41/4】 政 市：18/18  

 事後調査報告書 対 第三者機関 審査 都道府県：33/4】 政 市：13/18  

 事後調査報告書 対 住民意見 聴  都道府県：【/4】 政 市：】/18  


